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１．はじめに

委員の皆様には、平素より年金制度の運営に多大なるご理解・ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

さて、昨年は、社会全体が新型コロナウイルス感染症の対応に追われた一年となりました。
日本年金機構においては、感染拡大を防止し、お客様の安心・安全を確保するため、「日本年金機構におけ
る新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を策定し、マスクの着用、定期的な消毒、相談ブースへの仕
切りの設置など、広範な感染防止対策を徹底してまいりました。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少があった事業主や被保険者の方に対しては、厚生
年金保険料の納付猶予、国民年金保険料免除等の臨時特例措置をご案内するなど、事業主や被保険者の皆様に
寄り添った対応に取り組んでまいりました。

対面・訪問による活動が中心であった地域年金展開事業は、新型コロナウイルス感染症の影響で多くの制約
を受けることとなり、計画していた事業の中止や変更を余儀なくされております。この地域年金事業運営調整
会議についても、本来であれば委員の皆様からご意見を賜り、議論を重ねる貴重な機会でありましたが、書面
による開催が続いている状況です。

このように厳しい現状ではありますが、一方で、これは従来のビジネスモデルを転換し、非対面・非接触を
中心としたオンラインビジネスモデルを推進する好機であると捉えています。今後は新たに導入される予定の
Ｗｅｂ会議ツールを積極的に活用し、学校や関係機関の環境に応じた多様な年金セミナーや制度説明会の開催、
各種研修のオンライン化を進めることに加え、電子申請・ねんきんネットのさらなる利用促進に取り組んでま
いります。

今後も、委員の皆様のお力添えをいただきながら、公的年金制度の周知・理解促進にさらに注力するととも
に、制度を正しく確実に運営することで、「社会の安定・安心へ貢献する」という日本年金機構の使命を果た
してまいります。引き続き、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

日本年金機構 長崎南年金事務所長
樫山 俊弘1



2．地域年金展開事業の概要
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１．地域年金展開事業の概要（1/2）

地域年金展開事業
年金制度の周知、理解、支援のネットワークの構築

①地域連携事業（自治体、企業、関係機関等での説明会
実施やHP掲載、チラシ設置の依頼）

②年金セミナー事業（学校での年金セミナー実施）
③地域相談事業（自治体、関係機関、商業施設、イベン

ト会場等での出張年金相談）
④年金委員活動支援事業（情報の提供、研修会の実施）
⑤地域年金事業運営調整会議の開催

・市区役所、町村役場
・教育庁、教育委員会
・民生委員
・自治会
・社会福祉施設、公共施設
・商業施設 等

自治体等
・都道府県社会保険労務士会
・全国健康保険協会都道府県支部
・都道府県社会保険委員会連合会
・(財)都道府県社会保険協会
・商工会、商工会議所 等

関係団体
・地方厚生(支)局
・都道府県労働局
・ハローワーク

等

厚生労働省

関係機関

支援

年金委員

職域型 地域型

支援・拡大

連
携

協
力

年金制度の周知
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地域年金展開事業の主な取組
◆公的年金制度の普及・啓発や国民年金保険料収納の向上等のため、関係機関との連携協力のもと『年金制度
説明会』や『年金セミナー』、『出張年金相談』等を実施します。
◆また、日本年金機構が取り組む公的年金制度の普及・啓発活動について、都道府県ごとに関係者や有識者か
らなる『地域年金事業運営調整会議』を開催し、事業推進の意見や助言を伺います。

年金委員を対象とした研修会の開催や、各種冊子・チラシ等、
活動に役立つ情報を提供。

年金委員
活動支援事業

公的年金制度の普及・啓発などの検討や年金事務所が行う事
業への意見・助言を行うため、学識経験者や関係機関の職員
などを委員として都道府県単位で設置。

地域年金事業
運営調整会議

・職員が自治体や民間企業、関係団体等に出向き、事務担当者
や従業員向けの年金制度説明会を実施。
・市区役所・町村役場の広報誌や行事等を通じ年金制度や日本
年金機構が行う事業の周知、ポスター・チラシの掲示や設置、
配付の依頼等。

地域連携事業

職員が、大学や専門学校、高校等に出向き、学生・生徒向けの
年金セミナーを実施。例制度の申請窓口の開設や、パンフレッ
トの掲示や設置、配付
大学での年金相談や学生納付特の依頼等。

年金セミナー事業

年金事務所から遠方の地域住民や利便性などのニーズに応える
ため、市区役所・町村役場や大規模商業施設、イベント会場等
で、出張年金相談や免除申請窓口を開設。

地域相談事業

１．地域年金展開事業の概要（2/2）

◆なお、今年度は新型コロナウイルス感染防止に配慮した取組を実施しています。

《本来の取組内容》 《コロナ禍での取組内容》

アプローチは原則、
電話・文書とし、
相手先より要請が
あった場合に限り、
感染防止対策を講
じ対面形式で実施。

原則、書面開催とし、
委員に文書（資料）を
送付する。

原則、電話・文書による
活動。対面による場合は
感染防止対策を徹底。

地域状況を鑑み相手先
より要請があった場合
に限り、感染防止対策
を講じ対面形式で実施。
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3．令和２年度事業実施中間報告

（令和２年４月～12月）
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〇地域連携事業

計画 実績 総括及び課題

市
町
・
官
公
庁

① 窓口へのポスター掲示等

② 広報誌への記事掲載

③ 市町村職員への研修

① 市町村や官公庁に対し、年金生活者支援給付金や新型コロナウイル
ス感染症の影響を踏まえた各種対策に関するポスターの掲示及
びリーフレットの設置等を依頼し、地域住民への周知広報を実施し
た。
また、市町村や年金委員に日本年金機構アニュアルレポートを送付
し、事業運営の状況や目標の達成状況について報告を行った

② 市町村広報誌へ年金に関する記事を提供（出張相談日程等）し、
地域住民への広報を行った。

③ 市町村職員への研修会を下記のとおり実施

6

事務所 実施月 実施回数 対象市町 参加者数

長崎南 １２月 １回 管内１市町 ８名

長崎北 １０～１２月 ５回 管内５市町 ３８名

佐世保 ６～８月 ２回 管内２市町 ９名

諫 早



計画 実績 総括及び課題

市
町
・
官
公
庁

④ 市町村担当職員向け情報
誌の配布

⑤ 税務署へのチラシの設置

※外国人のお客様が年金に関する相談で市町窓口に来られた際に
市町職員とお客様が受話器を交互に受け渡し、通訳業者と会話
することで窓口対応を可能とする「多言語サービス」を導入
した。
・導入日 ��令和２年10月1日
・対応言語��10か国語
・利用市町・数��長崎市・２件

④ 情報誌「かけはし」の配布に長崎県の広報内容を追加し、各市町村
へ送付した。
送付時期：5月、7月、9月、11月（奇数月に送付）

⑤ 確定申告に必要な「年金受給者にかかる源泉徴収票」及び「国民年
金被保険者にかかる社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」の
再発行に係る協力依頼について、チラシ設置の協力要請を実施

○各種制度の周知並びに情報提供について、
市町及び関係団体と協力しながらコロナ
対策を踏まえ実施することができた。

○国民年金事業ついては、各自治体との連
携、協力が必要なため、更なる研修会や
意見交換の機会等充実する必要がある。

〇地域連携事業
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２．令和元年度事業実施結果報告〔地域連携事業（１/ ）〕計画 実績 総括及び課題

社
会
保
険
労
務
士
会

① 長崎県社会保険労務士会と
の協議

② 会員への研修

① ・長崎県社会保険労務士会との連絡会議（毎月初旬）
参加者：長崎南副所長と社労士会事務局長
主な議題：窓口運営委託事業
・年金相談センター長崎オフィスとの連絡会議（2月に1度）
コロナ感染拡大防止対策のためオフィス長と副所長との
間で３回の電話会議（5月、7月、9月、10月）
通常体制での連絡会議（１２月）
・情報共有が必要な事項については、随時協議を開催

② 社労士への研修は下記のとおり実施した
・他に事務所の月次及び週次の時間外職員研修に社労士が任意参加

○各種制度改正も控えており、機構の事業
推進において社会保険労務士会との連携
は必要不可欠であり更なる協力連携を推
進していく必要がある。

全
国
健
康
保
険
協
会

① 定期的な連絡調整

② 若手への研修

① 健保事業連絡会議
参加者：長崎県内事務所長、全国健康保険協会長崎支部長
及び部長等

② 「日本年金機構・協会けんぽ交流研修会」を計画していたが、
コロナ感染拡大防止対策のため実施を見送った。

① ４月開催予定であった会議については
コロナ感染拡大防止対策のため実施を
見送った。適用に伴う保険証の発行や
健康保険の給付と年金の給付など、
相互に関連する業務について理解を
深めることは、お客様サービスの観
点からも非常に重要であることから、
引き続き連携強化を図る。

② 研修を通じお互いの事業内容の理解を
深め、視野を広げることは重要であり
今後も更なる協力連携を進めるため、
相互研修の推進や意見調整を図る。

実施日 内 容 参加者数

長崎県 １１/２６ 委員表彰式並びに研修会について
機構・けんぽ交流研修会について

１０名

県計 １回 １０名

実施日 場 所 主な内容 参加者数

１０月１・８日 長崎南 第三者行為について ２名
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３．令和２年度事業実施中間報告〔地域連携事業（１/３）〕

計画 実績 総括及び課題

全
国
健
康
保
険
協
会

③ 健康保険協会と共催した
年金委員表彰式の実施

③ 年金委員・健康保険委員表彰式（１１/２７長崎県農協会館）
主催：日本年金機構・全国健康保険協会・社会保険委員会
後援：社会保険協会
（※詳細は、２１ページを参照）

③ 新型コロナウイルス感染症の影響
により集合による研修会の開催が
難しい中、オンラインの活用を含
め、広く情報提供できる方法を検
討する必要がある。

社
会
保
険
委
員
会

① 長崎県社会保険委員会の会
議での年金制度説明及び事
業協力要請

① 長崎県社会保険委員会と事業連携し、年金制度の説明を行うと共
に事業協力を要請（出席：所長、副所長等）

① 長崎県内のすべての地区において
委員会活動が図られているが、コ
ロナ感染拡大防止対策のため実施
を見送った支部もあった。

9

委員会名 開催日 内 容 参加者

長崎南支部 7月17日 年金制度改正、電子申請、ねんきんネット ７名

長崎北支部 9月11日 年金制度改正 ７名

佐世保支部

諫 早支部

長崎県

7月29日 長崎県社会保険委員会理事会
年金制度改正

18名

11月27日 長崎県社会保険委員会臨時理事会
電子申請、ねんきんネット

18名

集 計 ４回 50名



３．令和２年度事業実施中間報告〔地域連携事業（２/３）〕

計画 実績 総括及び課題

社
会
保
険
委
員
会

② 長崎南事務所で長崎地区
年金委員対象の研修会を
実施（講師：長崎南職
員・協会けんぽ職員）

③ 社会保険委員会と共催し
た年金委員表彰式の実施

④ 県社会保険委員会支部長会
議

② 令和２年１月より原則毎月第３月曜日に、社会保険委員会
長崎南・北支部委員に対し年金制度周知のため研修会を
実施した。

③ 年金委員・健康保険委員表彰式（11/２7長崎県農協会館）
（※詳細は、２１ページを参照）

④ 令和２年９月２９日開催（ホテルセントヒル長崎）参加者８名
会長の選任について等

② 11回の開催予定であったが、新型コ
ロナ感染拡大防止対策のため、7回の
開催となった。
定期開催が行えなかった影響により受
講者が減少したと思われ、今後、広報
をはじめ協力連携を強化し、受講者の
増加と併せ有意義な研修会となるよう
努めていく。

10

開催年月日
開始時
間

担 当 テーマ 南 北 計

第１回 1月20日 16：00～ 年金事務所
（総務調整課）

地域年金展開事業について 6 12 18

第２回 2月17日 16：00～ 年金事務所
（厚生年金適用調査課）

適正な被保険者■・報酬月額の届け出に向
けて

12 10 22

第３回 6月15日 16：00～ 年金事務所
（厚生年金適用調査課）

届書処理（健康保険被保険者証作成）の流
れについて

9 12 21

第４回 7月21日 16：00～ 年金事務所
（お客様相談室.） 障害年金について 3 5 8

第５回 9月23日 16：00～ 年金事務所
（国民年金課）

国民年金保険料の特例免除制度について 5 7 12

第６回 10月19日 16：00～ 年金事務所
（厚生年金徴収課）

日本年金機構における保険料の計算方法に
ついて

4 4 8

第７回 11月16日 16：00～ 全国健康保険協会
被扶養者■再確認、マイナンバーカードの健
康保険証利用、任意継続について

4 5 9

43 55 98



３．令和２年度事業実施中間報告〔地域連携事業（３/３）〕

計画 実績 総括及び課題

社
会
保
険
協
会

① 広報誌への記事掲載

② 研修会への講師派遣

③ 社会保険協会と共催した
年金委員表彰式の実施

① 社会保険協会発行の広報誌
「社会保険ながさき」へ年金
に関する記事を掲載(隔月)

送付数：１０,１００部

② 社会保険協会主催の講習会に講師の職員を派遣予定であった
下表の講習会については新型コロナ感染拡大防止対策により
中止となった。

③ 年金委員・健康保険委員表彰式（１１/２7長崎県農協会館）
主催：日本年金機構・全国健康保険協会・社会保険委員会
後援：社会保険協会
（※詳細は、「ねんきん月間」及び「年金の日」による取組にて
報告）

① 隔月で社会保険協会加入事業所へ送付
している広報誌に年金制度関係の記事
及び出張年金相談の日程などの記事を
掲載した。

② 引続き社会保険協会主催の事務講習会
に、年金事務所から講師を派遣し年金
制度の周知を図る取組を行う。

③ 年金委員表彰式の開催は、事業主の理
解と協力が不可欠であることから、令
和２年度についても社会保険協会と共
催実施とした。
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開催予定日 事 業 地 区 場 所

２月３日 社会保険事務講習会 諫早 諫早商工会館

２月９日 社会保険事務講習会 長崎 長崎県市町村会館

２月１６日 社会保険事務講習会 佐世保 アルカスＳＡＳＥＢＯ

２月２５日 社会保険事務講習会 新上五島
新上五島町石油備蓄
記念会館



３．令和２年度事業実施中間報告〔年金セミナー事業（１/２）〕

計画 実績 総括及び課題

年
金
セ
ミ
ナ
ー

① 年金セミナー実施に向け
た教育機関への積極的な
協力依頼

② 長崎南（県代表）より県
内学校に対して文書依頼
した後、長崎南・長崎
北・佐世保・諌早年金事
務所の管轄内の高校等に
対し個別に電話及び訪問
でのアプローチを行い、
年金セミナーを実施する。
（前年度実施校の継続実
施に努める）

〇 年度当初（６月）県代表の長崎南年金事務所より以下の教育
機関に対してセミナー実施及びエッセイ応募の協力依頼を
行った。
・長崎県教育委員会
・長崎県学事振興課

① 教育機関における協力依頼については、例
年どおり関係機関に赴き、地域年金展開事
業についての継続した協力依頼を行い、長
崎県内の学校に関しての年金セミナー実施
と周知広報について賛同をいただいた。
また、運営調整会議の委員をお願いしてい
る、長崎県教育庁総務課、高校教育課にも
継続した協力を依頼したが、例年行ってい
る長崎県高等学校（地・歴・公民部会総
会）は新型コロナ感染拡大防止対策のため
開催されず協力依頼が行えなかった。

〇 高校の年金セミナーに関して、平成30年度
から地域年金推進員欠員のため新規校の獲
得が難しい状況。

○ 学校側のカリキュラムやニーズを十分把握
するとともに、多様な年金セミナーが実施
できることを積極的にアピールし、数ある
セミナーの中から年金セミナーを選んでい
ただけるよう努める。
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令和２年度 大学・短大 専門学校 高等学校 支援学校 計

長崎南

ｱﾌﾟﾛｰﾁ ２回 １回 ２７回 ５回 ３５回

セミナー
０校 １校 ０校 ２校 ３校

０回 １回 ０回 ２回 ３回

長崎北

ｱﾌﾟﾛｰﾁ ０回 ２回 ６回 ０回 ８回

セミナー
０校 ０校 ０校 １校 １校

０回 ０回 ０回 １回 １回

佐世保

ｱﾌﾟﾛｰﾁ ０回 ２回 ２回 ０回 ４回

セミナー
０校 １校 ０校 ０校 １校

０回 １回 ０回 ０回 １回

諫 早

ｱﾌﾟﾛｰﾁ ０回 ２回 ９回 １回 １２回

セミナー
０校 ２校 ０校 １校 ３校

０回 ２回 ０回 １回 ３回

合計

ｱﾌﾟﾛｰﾁ ２回 ７回 ４４回 ６回 ５９回

セミナー
０校 ４校 ０校 ３校 ８校

０回 ４回 ０回 ３回 ８回

令和元
年度

セミナー
４校 ９校 ３７校 ８校 ５８校

４回 ９回 ３８回 ８回 ５９回



３．令和２年度事業実施中間報告〔年金セミナー事業（２/２）〕

計画 実績 総括及び課題
年
金
セ
ミ
ナ
ー

③ 地域年金推進員の委嘱 ③ 平成３０年度から委嘱なし
積極的な活動を行っていただいている地域型年金委員１名に
対し依頼したが、委嘱には至らなかった。

③ 委嘱に向け関係団体等を通じて2名の
委嘱を目指す。

電
子
媒
体
の
活
用

① ホームページ等、電子媒体
を活用した効果的かつ効率
的な周知・広報の実施に向
け、大学等に対し、協力依
頼を実施する。

① 新型コロナ感染拡大防止対策の観点から、機構本部において
年金セミナーのＤＶＤが作成され、大学等に対する年金セミ
ナー開催方式の多様化を図った。

① ＤＶＤを活用した年金セミナーの実施
も可能であることの広報を行い、年金
セミナー実施校の増加を図る。
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３．令和２年度事業実施中間報告〔地域相談事業（１/４）〕

計画 実績 総括及び課題

自
治
体
（
市
町
村
）

① 遠隔地の市町村に赴き、年
金全般にかかる相談・受付
窓口を開設

① 各市町における出張年金相談の実施結果は以下のとおり ○ 計画どおり実施することにより、年金事
務所から遠隔地の地域住民の利便性の向
上が図れた。また、市町村との協力連携
の向上に寄与した。

○ 地域住民のニーズに応えられるよう、関
係機関と連携して取り組む必要あり。
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年金
事務所

実施月 市町名 事業名 日数
（年間予定）

相談者数

長崎南

毎月

五島市

出張相談
２８
（３５）

１０９

新上五島町

長崎北 毎月
西海市等
管内３市

出張相談
３１
（４５）

１７２

佐世保 毎月
佐世保市等
管内４市町

出張相談
４９
（６１）

２３８

諫 早 毎月
島原市等
管内５市町

出張相談
２８
（４７）

１９１

合 計 １４市町 出張相談
１３６
（１８８）

７１０



３．令和２年度事業実施中間報告〔地域相談事業（２/４）〕

計画 実績 総括及び課題

労
働
局
関
係
機
関

① 年金説明会の開催及び免除
申請等の相談窓口の開設

① 各ハローワークにおける実施回数等は以下のとおり ① 事務所所在地のハローワークで、主に
失業者を対象とした年金説明会を実施。
管内のハローワークの説明会では免除
申請窓口を開設し免除申請書などの受
付を行う計画であったが、新型コロナ
感染拡大防止対策によりほとんどの会
場で実施できなかった。

教
育
機
関

① 学生納付特例申請等の相談
窓口の開設

① 本年度においては、新型コロナ感染拡大防止対策もあり開設で
きていない状況である。

○ 引続き県内大学に対する依頼を行い、
国民年金制度の周知を図るとともに
申請漏れの防止を図る。

ハローワーク 実施回数 対象者数 備 考

長崎南

長 崎
１６ １,２６６

メルカ築町

五 島
ＨＷ職員による説明
（文書読み上げ）

長崎北 西海出張所 ０ ０

佐世保 江 迎 ０ ０

諫 早

諫 早 ０ ０ 書類一式送付のみ

大 村 ０ ０ 書類一式送付のみ

島 原 ０ ０ 書類一式送付のみ

合 計 １６ １,２６６

令和元年度実施状況

県合計 ６か所 ２１３回 ９,３７０名
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３．令和２年度事業実施中間報告〔地域相談事業（３/４）〕

計画 実績 総括及び課題

企
業
・
団
体
等

① 従業員および事務担当者へ
年金制度説明会

② イベント等への参加

① 新型コロナ感染拡大防止対策の観点から、算定基礎説明会等
の会場に集合していただく場がなく開催ができなかった。

〇 事業所へ訪問分

② 新型コロナ感染拡大防止対策のため開催がなく実施できな
かった。

○ 今後も引き続き事業所の事務担当者が集
まる機会を利用して、年金制度説明会を
実施する。

○ 今後も取組を継続するとともに、企業の
ニーズを的確につかみ、さらなる連携強
化を図る。

民
間
施
設
等

① 各地域における利便性の高
い商業施設に赴き、年金全
般にかかる相談・受付窓口
を開設

① 新型コロナ感染拡大防止対策のため実施できなかった。 ○ 今後も取組を継続し、年金相談窓口を
開設し効果的な年金制度の周知等に活
用する。
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事務所 企業・団体名 事業内容 実施日 参加者

佐世保
佐世保学園
（少年院）

制度説明 １２月９日 １３名



３．令和２年度事業実施中間報告〔地域相談事業（４/４）〕

計画 実績 総括及び課題

社
会
福
祉
施
設

① 支援学校や老健施設等へ赴
き、職員や保護者に対し手
続き方法及び年金制度説明
会を開設

① 施設からの依頼により、以下のとおり年金制度説明会を実施 ① 身障者団体や支援学校での制度説明や手
続き案内については、担当者や保護者等
にも年金制度を周知でき、効果的であっ
た。

○ 実施施設を増やすための周知広報の実施。
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事務所 施設等 内 容 実施日
対象
者数

長崎南 県立長崎特別支援学校 障害年金手続 ７月２９日 ８０名

長崎北
長崎大学教育学部附属
特別支援学校

障害年金手続 ８月３日
１００
名

諫 早
県立希望が丘高等特別
支援学校

障害年金手続 １１月１２日 ８０名

長崎南 県立鶴南特別支援学校 障害年金手続 １２月１１日 ８５名

４回
３４５
名



３．令和２年度事業実施中間報告〔年金委員活動支援事業〕

計画 実績 総括及び課題
① 研修及び意見交換の実施

② 積極的な情報提供の実施

③ 委嘱数拡大に向けた取組

④ 年金委員表彰の実施

① 令和２年度実務研修会の実施状況

②【地域型】各種啓発資料の送付
・地域型年金委員に対して情報誌
「なごみ便り」を 偶数月に発送した（委員数80名）
・地域型年金委員に対し以下の資料を送付
地域型年金委員活動の手引き
知っておきたい年金のはなし
退職後の年金手続ガイド
「わたしと年金エッセイ募集」関係
チラシ・ポスター
ねんきんネットリーフレット
年金予約相談チラシ

③ 【職域型】
諌早年金事務所は、１０月に１００人以上事業所に対し勧奨
文書送付
各年金事務所１月以降に勧奨文書等送付予定

④ 年金委員・健康保険委員表彰式（11/２７長崎県農協会館）
主催：日本年金機構・全国健康保険協会・社会保険委員会
後援：社会保険協会
（※詳細は、「ねんきん月間」及び「年金の日」による取組にて報告）

① 研修会は新型コロナ感染拡大防止対策
の観点から、年金委員表彰式に社会保険
委員会役員並びに被表彰者を対象に行っ
た１回のみの開催となった。新型コロナ
ウイルス感染症の影響により集合による
研修会の開催が難しい中、オンラインの
活用を含め、広く情報提供できる方法を
検討する必要がある。

② 地域型年金委員に対しては、長崎南
年金事務所より情報誌「なごみ・便
り」を隔月で発送した。
各種啓発資料を送付した。

③ 職域型⇒年間を通じた委嘱数拡大への
取組。
地域型⇒推薦母体となる市町村や関係
機関のOB会等への積極的な取組。特に、
地域型が委嘱されていない市町村や社会
福祉協議会を通じた民生委員等に対する
委嘱要請。
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事務所 実施日 地 区 場 所 年金委員 参加者

長崎南 １１月２７日 長崎県 長崎県農協会館 職域型 ２０名

令和元年実施状況

県計 ９回 ９地区
地域型２１名
職域型１５２名



３．令和２年度事業実施中間報告〔地域年金事業運営調整会議〕

計画 実績 総括及び課題
① 地域年金事業運営調整会議を
年2回開催し、取組状況を報告
する。

② これまでいただいた会議におけ
る提言を取組に反映させる。

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年７月に
開催を予定していた第１５回地域年金事業運営調整会議は、
資料の送付による書面開催とし、第１６回についても書面
開催となったため併せての開催とした。
議題：令和元年度事業実施結果報告
令和２年度事業計画

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、書面による開催と
なったため、委員の意見を伺うことができなかった。

今後は、集合形式による開催だけでなく、書面やオンライン
による開催も想定し、開催形式に関わらず委員の意見を伺う
ことができる方法を検討する。

○ 書面による開催となった場合でも、委員の
皆様のご意見をしっかりと事業に反映でき
るような仕組みを構築していく。

○ 委員の皆様へ年金制度や事業に関する情報
提供を行う。

○ 今後、地域年金事業運営調整会議をはじめ
各種会議や研修について、オンラインを活
用した開催が可能となるよう、機構本部と
連携して取り組んでいく。
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３．令和２年度事業実施中間報告〔「わたしと年金」エッセイ〕

計画 実績 総括及び課題

①「わたしと年金」エッセイ
募集に係る広報・アプロー
チを積極的に行い、応募に
つなげる。

①「わたしと年金」エッセイの応募数増加に向け、市町村、教育関
係者、教育機関に加え、社会保険労務士会や全国健康保険協会
などの関係機関に対し協力依頼を行った。

① 昨年度より応募がなくなっており、
次年度へ向けアプローチを早期に
取り組んでいく。

○ より多くの学校に夏休みの宿題等
として取り入れてもらい、応募を
いただくよう入選作品集の送付な
ど、広報活動に力を入れる。

一般 学生 計

平成３０年度 ０件 １８６件 １８６件

令和元年度 ０件 ０件 ０件

令和２年度 ０件 ０件 ０件

厚生労働大臣賞 北海道吉田勇太様 （30代男性）
私は21歳のときから障害年金を受け取っている。大学で部活動中の事故による怪我が原因で右足を切断、障がい者となったためだ。
ただ、障害年金の請求手続は私が行ったわけではない。車いすでの生活に加え、リハビリや義足作成のため通院以外の外出は難しく、母が役所の年金担当に相談し、必要書類を揃え申請した。
実は21歳での障害年金の申請はハードルが高い。障害年金制度には、すべての国民が国民年金へ加入する20歳から傷病の初診日までの間に一定期間以上年金保険料を納付、免除もしくは学生の保険
料猶予（学生納付特例）を受けていなければ障害年金がもらえない「納付要件」というルールがあるからだ。保険料を支払わず放置していると、怪我や病気によってどんなに重い障がいを負ったとしても、「も
しもの時の生活保障」となる障害年金を受け取ることはできない。
事故当時21歳だった私は20歳の国民年金加入から約1年半と年金加入期間が短く、その半分以上の期間について保険料が納付、又は免除・猶予されていなければならなかった。このため、たった1ヵ月の
「未納期間」が、「納付要件」という条件クリアに大きな影響を与えてしまうのだ。
20歳当時学生だった私が「将来障がい者になり、障害年金を申請する立場に置かれる」ことまで考えているはずもなく、「20歳の国民年金の加入手続」も、「学生納付特例手続」も全て私の20歳到達とともに
母が仕事の合間に役所で手続をしてくれていた。私は母に言われるがまま学生納付特例手続に必要な「学生証の写し」をコピーし、母のもとへ郵送しただけだ。母が私の学生納付特例手続を行っていなけ
れば、私は障害年金を受け取ることができないどころか、手術費用や入院費用、その後の義足作成費用などの負担が重くのしかかっていただろう。
事故後、障害年金の手続を役所で行った際、私の年金記録を確認した年金担当から母はこう言われたそうだ。「お母さん、息子さんの学生納付特例、ちゃんとしておいてよかったですね」と。母はいつも「当

然のことをしたまでだ」とは言うが、母もまさか自分の息子が障がい者になるとは夢にも思ってはいなかっただろうし、きちんと私の年金の手続をしてくれていたからこそ、私の今の人生があることを考えると、
感謝してもしきれない。
そんな私はどのような巡りあわせか、現在市役所で年金担当として働いている。日々年金手続の受付業務の中で、当然「学生納付特例手続」を受付するのだが、学生本人や母親などの現役世代の方は

「年金と言えば高齢者がもらう老齢年金」という認識が強い。「学生納付特例なんてする意味があるの？」、「保険料なんて支払う意味なんてあるの？」「少子高齢化で私たちが高齢者になったら年金はもらえ
ないんでしょ？」といった質問を数多く受ける。そんなときは現役世代が支払う保険料と高齢者の方が受け取る年金の関係など「公的年金制度の仕組み」の説明や、自分自身の経験などを踏まえながら「障
害年金や遺族年金など、納付や免除をすることであなた自身に起こるかもしれない、転ばぬ先の杖となるような年金があるんですよ」というお話をさせていただき、納得していただいた上で、保険料の納付や
免除・猶予手続を進めていただいている。

一方で、日々の業務の中で窓口対応をしていると、初診時に年金に加入していない、保険料の納付が少ないことで納付要件を満たすことができないなどの理由により、残念ながら障害年金の受給に結び
付かなかった方と接することもある。「早く教えてくれれば私だって加入や納付・免除手続をしたのに…」「市役所の年金担当から案内されたことが無い…」「障害者手帳があるのに年金担当から教えてもらえな
かった…」といったご指摘を受けることも多い。「年金は申請主義」と言えばそれまでなのだが、本来受け取ることができたかもしれない年金が受け取れない状況が生まれないよう、「案内を行う側」である私が
もっと「公的年金制度」について情報をお客様へ伝えていかなければならないと日々痛感している。

年金業務に携わる者としていつも心がけていることがある。年金の手続・相談に来られた方で、杖をついていたり、障害者手帳や療育手帳を持っていたり、「うつ」などの精神障害を患われて退職した方など
には「障害年金をご存知ですか？」という質問を意識的に行うことだ。その方の傷病や障がいがすぐに年金申請に結び付かなかったとしても、「障害年金の制度自体を知らなかった」、「私の病気で障害年金
を申請できると思わなかった」といった言葉をいただくことが多い。
市役所の年金担当職員として、老後の年金だけでなく、予期せぬ事故後の生活を助ける障害年金や、大切な人を失われた遺族の生活を保障する遺族年金など、公的年金制度の大切さについて、少しでも

多くの人に伝えていくことが事故後の生活を公的年金制度に助けられた私の大切な使命であると思っている。20



３．令和２年度事業実施中間報告〔ねんきん月間及び年金の日の取組〕

「ねんきん月間」��日本年金機構では、厚生労働省と協力して毎年１１月を「ねんきん月間」と位置付け、国民の皆さまに年金
制度に対する理解を深めていただくため、全国各地で公的年金制度の普及・啓発活動を展開する。

「年金の日」 ��国民一人一人に、高齢期に備え、その生活設計に思いを巡らしていただくことを目的として、１１月３０日
（いいみらい） を「年金の日」に制定している。

取組 実績 総括及び課題
① 出張年金相談

（商業施設等）

① 今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から開催できなかっ

た。
○ 新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、例年のように商業施設等での年金
相談会や、街頭でのチラシ配布などは
はできなかった。

○ 広く国民の皆様に年金制度知っていた
だく大切な機会であることから、より
工夫を凝らした取組を検討する。

① 年金委員表彰及

び年金委員研修

①年金委員表彰及び研修会を、１１月２７日に長崎県農協会館で実施した。

表彰式は健康保険委員表彰と合同で行い、長崎県社会保険協会の後援で行った。

（参加数２０名）

同時に開催した研修会では、当所より「在職老齢年金」、全国健康保険協会長崎

支部より「会社が守る従業員という財産～私たちが応援します」についての研修

を実施した。

① 全国健康保険協会と合同しての表彰式実

施は協力連携上も有効な方法であった。

また、社会保険委員会及び社会保険協会

との共催も関係団体との連携を深める効

果があった。

研修会については、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止の観点から社会保

険委員会各支部役員を対象に開催した。

年金委員の表彰者数

厚生労働大臣表彰 １名

理事長表彰 ３名

理事表彰 ８名
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３．令和２年度事業実施中間報告〔これまでの会議における主なご提言への取組状況〕

日付 事業名 ご提言内容 対応状況

令和２年２月

第１４回

運営調整会議

地域年金推

進員委嘱事業

・地域年金推進員の早期委嘱に向け

た更なる取組強化

・年金委員の委嘱拡大に向けた関係

団体との連携強化

・委員からの意見・要望として、地

域年金推進員の待遇改善

待遇改善については、日本年金機構本部へ要望済。

地域連携

事業

・長崎県内の無年金者・低年金者を

無くすため、関係団体との協力・連

携により年金制度周知を図る

日本年金機構では、お客様が年金を確実に受け取り、安定した

生活を実現するために、令和元年度下期より、各分野（国民年金、

厚生年金保険、年金給付）において、お客様の実情に応じた個別

アプローチを実施し「無年金者ゼロの達成を目指しています。
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～新型コロナウイルス感染症への対応～
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（１）新型コロナウイルス感染症への主な対応

日本年金機構では、感染拡大を防止しお客様の安心・安全を確保するため、「日本年金機構における新型コロナウ
イルス感染症対策ガイドライン」を策定し、各拠点において広範な感染防止対策を実施しています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少があったお客様に対しては、保険料の納付猶予や免除の
特例制度をご案内するなど、組織を挙げて対応しています。

衛生・労務管理

・各拠点に「新型コロナウイルス感染予防対策委員会」を設置し、感染防止対策を徹底
・マスク等の着用、手指消毒の徹底、換気の徹底
・総合窓口、待合スペース、トイレ等に消毒液を設置
・トイレなど拠点設備の清掃・消毒の徹底

接触機会の低減
・時差通勤、在宅勤務の実施
・オンラインによる会議の推進、会議時の対人距離の確保
・お客様相談ブースにアクリル板等を設置、待合スペースの椅子の撤去

業務・お客様対応等

・個別訪問・来所要請の制限、滞納処分・強制徴収の停止
・厚生労働省「生活を守る」プロジェクトチームで示された「学生への支援」
の取組として、内定を取り消されたり、アルバイト収入を失った学生等を、
特定業務契約職員として全国の事務センターで採用

・政府の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」等を受けた対応として、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主、被保険者、年金受給者に
対する措置を以下のとおり実施（令和3年1月現在）

① 厚生年金保険料等の納付猶予の特例
（令和2年2月以降の任意の期間に相当な収入の減少が生じた場合、
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する厚生
年金保険料等の納付を、申請により1年間猶予することができる。
なお、延滞金は全額免除となる。）



業務・お客様対応等

② 国民年金保険料免除等における臨時特例措置
（失業や事業の休止に至らない場合でも、収入が急減し当年中の見込み所得が免除基準相当に該当する場合、簡易な手続きにより
保険料免除などを可能とする特例措置。）

③ 障害年金受給権者等における障害状態確認届（診断書）の提出期限延長
（障害年金の受給者等に提出していただく障害状態確認届（診断書）について、提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日
までの間にある受給権者等について、提出期限をそれぞれ1年間延長。）

④ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う標準報酬月額の特例改定
（令和2年4月から令和3年3月の間に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、厚
生年金保険料等の標準報酬月額を、通常の随時改定（4か月目に改定）によらず、翌月から改定。）

②国民年金保険料免除等における臨時特例 ③障害状態確認届の提出期限延長 ④標準報酬月額の特例改定
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（２）オンラインビジネスモデルの実現

日本社会やライフスタイルが急速に非対面・非接触型のビジネス環境に移行している中で、日本年金機構におい
ても、来訪・訪問型のビジネスモデルから、基本的な申請・届出手続きや制度説明会の受講などがオンライン環境
で可能となるようなビジネスモデルへの転換に取り組んでいます。
また、サービスのオンライン化に加え、機構内の事務処理のデジタルワークフローの確立や、多様化するお客様
チャネルの体系整理も進めています。

● オンラインビジネスモデルの全体像

・お客様との非対面型チャネル（オンラインチャネ
ル）の拡充
・年金事務所等の役割変化を踏まえた見直し

【チャネルミクス】

チャネルの多様化

・申請書・届書等をオンラインで提出
・各種通知書・お知らせをオンラインで受け取り
・知りたい、確認したい情報をオンラインで確認
・年金相談をオンラインで実施
・制度説明会・年金セミナー等をオンラインで受講

【お客様】

サービスのオンライン化

・受付から内部処理、結果通知に至るまで、一貫し
た内部処理のデジタル化、ICT化の推進

【内部処理】

デジタルワークフローの確立

・サービスのオンライン化にあたって
は、その多くが個人情報をインター
ネット環境で取り扱うことが前提と
なるため、情報漏洩の防止など、安
全な環境の提供や確実な本人認証を
行うことを最重要課題として施策化
を図っています。
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（３）多様な年金セミナー等の実施に向けた対応

地域年金展開事業の分野に関しては、年金セミナーや制度説明会を安心して受講いただくため、Web会議
ツールを活用したオンラインによる年金セミナー等の実施に向けた準備を進めています。また、令和2年11月
から、「知っておきたい年金のはなし」を基に作成した年金セミナー用動画（DVD）を無料で配付し、これま
での対面型の年金セミナーだけでなく、動画提供型の年金セミナーを可能としました。
なお、オンラインによる年金セミナーは、まずは地域代表年金事務所（博多年金事務所）に導入し、実施結
果を検証しながら、順次、全年金事務所に導入する予定です。

① 対面型
職員（講師）が学校等に赴き、
受講者と対面で実施する方法

② 非対面型（オンラインセミナー）
Web会議ツールを利用して講師と受講者をオンラインで結び、モ
ニターを通じてセミナーを実施する方法

③ 動画提供型
機構から配付したセミナー用動画
（DVD）を受講者が視聴する方法

スクリーン

セミナー資料

セミナー用PC
プロジェクター

機構職員

相手方の端末を使用 機構職員

年金事務所の会議室

相手方の設備（教室等）
スクリーン

プロジェクター相手方のPC

セミナー資料

生徒の自宅等

機構から動画を配布

令和2年11月から運用開始

※「知っておきたい年金のはな
し」を基にした一般的な内容
のセミナー用動画に加え、今
後、テーマや受講者の属性に
合わせた複数バージョンの動
画を作成する予定です。
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（４）電子申請・ねんきんネットの利用促進

お客様に提供するサービスのオンライン化として、事業主様向けには「電子申請」、個人のお客様向けには「ねん
きんネット」の利用促進に力を入れています。
年金事務所ごとに一定の数値目標を定め、事業所への電話勧奨やリーフレットの送付、来所されたお客様への説明、
地域年金事業運営調整会議委員や年金委員の皆様への協力依頼など、様々な機会をとらえた周知広報に取り組んでい
ます。

「電子申請」のリーフレット 「ねんきんネット」のリーフレット
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５．令和３年度事業計画（案）
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（１）地域連携事業

市区町村、自治会、事業所、関係機関等と協力・連携し、公的年金制度の周知・広報の充実及び国民年金保険料
の納付率向上を図る。

１．関係機関・関係団体との連携による周知・啓発
・市町村、ハローワーク、税務署等に、窓口での年金制度に関するポスターの掲示及びリーフレットの設置
を依頼し、地域住民への情報提供の充実を図る。
・関係機関の会議や研修会に参加し、年金制度や事業に関する情報提供を行う。

２．市町村広報誌等による周知・啓発
・市町村広報紙等を活用し、出張年金相談の日程や年金制度に関し情報提供を行う。
・社会保険協会発行の広報誌に事務手続きに関する記事等を掲載する。

３．年金制度説明会の開催
・地域住民及び企業や団体の従業員を対象とした年金制度説明会を積極的に開催する。

４．関係機関・関係団体との連携強化
・市町村担当者への研修や事務打合せ会を定期的に開催する。
・市町村担当者向け情報誌「かけはし」を年6回（奇数月）送付し、情報提供を行う。
・関係機関のニーズを十分聞き取り、効果的な情報提供・制度説明会を実施する。
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（２）年金セミナー事業

高校生や大学生等の若い世代を対象に、公的年金の大切さを知り、制度への理解を深めていただくため、多様な
年金セミナーを積極的に実施するとともに、効果的なアプローチを検討・実施する。

１．年金セミナー開催に向けたアプローチ
・教育関係機関に対し、中学校や高校での年金セミナー開催に向けた協力依頼を行う。
・高校、大学、専門学校等に対し、リーフレットの送付、電話勧奨等のアプローチを積極的に行う。

２．年金セミナーの開催
・導入予定であるWeb会議ツールを活用した非対面でのオンラインセミナーの開催を図る。
・非対面式セミナーの他、新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえでの対面によるセミナー、セミ
ナー動画（ＤＶＤ）の視聴など、各学校のニーズや環境に応じたセミナーを開催する。
・実施後のアンケートや先生方のご意見をもとに、適宜、実施方法や教材の見直しを図る。
・セミナー講師育成のための研修やコンテストを充実させる。

３．地域年金推進員の委嘱
・推薦母体となる市町や関係機関のOB会等へ積極的にアプローチしていく。特に、地域型が委嘱されていな
い市町や社会福祉協議会を通じた民生委員等に対して委嘱を要請していく。
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（３）地域相談事業

地域住民のニーズに応えるとともに年金制度への理解を深めていただくため、自治体や教育機関、商業施設等
に出向き、出張年金相談を実施する。

１．市町村等における出張年金相談の実施
・年金事務所から遠隔地の市町村に赴き、定期的に出張年金相談を開催する。

２．社会福祉施設における障害年金制度説明会の開催
・特別支援学校等に対し、障害年金制度に関する制度説明会開催のアプローチを積極的に行う。
・特別支援学校等の教職員や保護者に対し、感染防止対策を徹底したうえで制度説明を実施する。

３．ハローワークでの雇用保険受給者説明会にあわせた制度説明会や国民年金保険料免除申請にかかる相談会
等の開催

４．「ねんきん月間」を活用した商業施設等での出張年金相談の実施

５．企業や団体の従業員等に対する年金制度説明会の開催
・企業や団体等に対する制度説明会を通じて、電子申請やねんきんネット、制度改正事項等について、広
く周知・広報する。
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（４）年金委員活動支援事業

年金委員は、職場や地域における公的年金制度の周知・啓発という重要な役割を担っていることから、定期的な
研修会や意見交換会を開催し、積極的に情報提供を行うことで、年金委員活動の活性化を図る。

１．定期的な研修会・意見交換会の開催
・厚生労働省からの通知に基づき、制度改正事項や重点協力依頼事項を中心とした研修会・意見交換会を開
催する。

２．積極的な情報提供及び制度周知への協力依頼
・「年金委員活動の手引き」や情報誌「なごみ便り」を送付し活動を支援する。
・各種啓発資料（退職後の年金手続きガイド、アニュアルレポート等）を送付するなど、積極的に情報提供
を行う。
・地域型年金委員及び職域型年金委員を活用し、地域住民及び企業の従業員への制度周知や情報提供を行う。

３．委嘱数拡大に向けた取組
・職域型年金委員については、年金委員未設置事業所に推薦依頼文書を送付する。
・定年退職等による職域型委員辞退者については、後任の推薦依頼を確実に行う。
・地域型年金委員については、推薦母体となる関係団体に対し、積極的に推薦依頼を行う。
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（５）「ねんきん月間」及び「年金の日」における取組

厚生労働省と協力し、11月の「ねんきん月間」や11月30日の「年金の日」において、公的年金制度の普及・
啓発活動を積極的に実施する。

１．年金委員功労者表彰式の開催

２．各年金事務所における公的年金制度の普及・啓発活動の実施

３．「わたしと年金」エッセイ募集にかかる広報・アプローチを積極的に行い応募数の増加を図るとともに、
応募校に対し感謝状を贈呈する。

（６）地域年金事業運営調整会議

地域、教育機関、企業の中での年金制度の周知・理解・支援のネットワークの強化並びに地域年金展開事業の
推進を図るため、地域年金事業運営調整会議を開催する。

１．開催時期
・令和3年７月及び令和4年2月

２．主な議事
・事業計画及び事業実施結果の報告、事業における重点取組など
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６．年金制度改正の概要等
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（１）令和２年年金制度改正の概要（一部抜粋）

より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、
短時間労働者に対する被保険者の適用拡大、在職中の年金受給のあり方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大等の
措置が講じられました。

１．被用者保険の適用拡大

（１）短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき企業規模要件について、段階的に引き下げ【令和4年10月・令和6年10月実施】

●短時間労働者への適用拡大の基準

（２）非適用業種のうち、弁護士・税理士・社会保険労務士など、法律・会計を取り扱う「士業」について、5人以上の事業所
を適用種別に追加【令和4年10月実施】

（３）厚生年金・健康保険の適用対象である国・地方自治体に勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付（医療保
険）を適用【令和4年10月実施】
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２．在職中の年金受給のあり方の見直し

（１）高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金（65歳以上）の年金額を毎年定時に（10月分から）
改定【令和4年4月実施】

（２）60歳から64歳に支給される在職老齢年金について、支給停止基準額の「28万円」を、現行の65歳以上の在職老齢年金と同じ
「47万円」に引き上げ【令和4年4月実施】

老齢基礎年金

老齢厚生年金

65歳 66歳 67歳 69歳 70歳68歳

退職改定による増額分

（70歳まで継続就労のケース）

70歳到達時（厚生年金資格喪失時）に年金額決定現行

改正後

老齢厚生年金

65歳 66歳 67歳 69歳 70歳68歳

退職改定による増額分

（70歳まで継続就労のケース）

在職中、毎年1回の改定

老齢基礎年金

・現在、65歳以上で在職中（厚生年金加入）
の老齢年金受給者は、資格喪失時（退職また
は70歳）に65歳以降の被保険者期間を加え
て、年金額が改定されます。
・高齢期の就労が拡大する中、就労を継続し
たことの効果を退職を待たずに早期に年金額
に反映させ、受給者の経済基盤の充実を図る
ことがねらいです。

・現行の「28万円」が高齢者の就労に一定程度影響を与えていることを解消する、令和
12年度まで支給開始年齢の引き上げが続く女性の就労を支援する、ことがねらいです。
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３．受給開始時期の選択肢の拡大

（１）現在、70歳となっている繰下げ受給の開始年齢の上限年齢を75歳に引き上げ【令和4年4月実施】

（２）70歳以降80歳未満の間に年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない場合、年金額の算定にあたって
は、5年前に繰下げの申し出があったものとして年金を支給【令和5年4月実施】
（繰下げ上限年齢を70歳から75歳に引き上げることに伴い、5年以上前の時効消滅した給付分に対応する繰下げ増額）

繰下げ待機

65歳
（受給権発生）

70歳
（繰下げ申し出）

42%増額
（5年待機分）

繰下げ待機

65歳
（受給権発生）

75歳
（繰下げ申し出）

84%増額
（10年待機分）

70歳

現行 （上限年齢70歳）

改正後 （上限年齢75歳）

・高齢期の就労の拡大を踏まえ、高齢者が自
身の就労状況等に合わせて年金受給の方法を
選択できるようにすることがねらいです。

・65歳より早く受給開始した場合
⇒1月あたり ▲0.5%
・65歳より後に受給開始した場合
⇒1月あたり ＋0.7%

（※令和3年2月現在）
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（２）日本年金機構ホームページのリニューアル
「利用者に配慮したレイアウト」「多様なデバイスへの対応」という2つの基本コンセプトに立って、令和
2年9月に日本年金機構ホームページのデザインをリニューアルしました。また、スマートフォン版について
も、閲覧した際の操作性を考慮して、最適な表示となるよう改善しました。

ＰＣ版トップページ スマートフォン版

年金の制度・手続き、申請・
届出様式、年金Q&Aなど主要
なカテゴリから目的の情報を
探すことができます。

日本年金機構の事業や取組に
関する情報、時期に応じたご
案内などを表示しています。

事業主の方、国民年金に加入
の方など、ご利用者の属性別
に5つのメニューを設けていま
す。

20歳になったとき、就職・転
職・退職などシーン別に年金
に関する手続きを探すことが
できます。

1

2

3

4

1

2

3

4
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７．参考資料
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７．参考資料（職域型年金委員数の推移〔令和２年３月～令和２年１２月〕 ）

福岡
現存数 4,745 4,698 4,619 4,593 4,578 4,567 4,533 4,533
前月との比較 -47 -79 -26 -15 -11 -34 0
H31.3との比較 -47 -126 -152 -167 -178 -212 -212

佐賀
現存数 1,505 1,482 1,482 1,481 1,486 1,489 1,497 1,492
前月との比較 -23 0 -1 5 3 8 -5
H31.3との比較 -23 -23 -24 -19 -16 -8 -13

長崎
現存数 1,589 1,574 1,565 1,516 1,516 1,516 1,514 1,514
前月との比較 -15 -9 -49 0 0 -2 0
H31.3との比較 -15 -24 -73 -73 -73 -75 -75

熊本
現存数 2,357 2,350 2,356 2,323 2,326 2,332 2,343 2,345
前月との比較 -7 6 -33 3 6 11 2
H31.3との比較 -7 -1 -34 -31 -25 -14 -12

大分
現存数 1,540 1,504 1,498 1,491 1,490 1,490 1,483 1,466
前月との比較 -36 -6 -7 -1 0 -7 -17
H31.3との比較 -36 -42 -49 -50 -50 -57 -74

宮崎
現存数 2,289 2,309 2,293 2,271 2,275 2,286 2,282 2,268
前月との比較 20 -16 -22 4 11 -4 -14
H31.3との比較 20 4 -18 -14 -3 -7 -21

鹿児島
現存数 1,704 1,705 1,705 1,696 1,703 1,710 1,706 1,706
前月との比較 1 0 -9 7 7 -4 0
H31.3との比較 1 1 -8 -1 6 2 2

沖縄
現存数 1,270 1,267 1,257 1,258 1,258 1,255 1,253 1,246
前月との比較 -3 -10 1 0 -3 -2 -7
H31.3との比較 -3 -13 -12 -12 -15 -17 -24

九州
現存数 16,999 16,889 16,775 16,629 16,632 16,645 16,611 16,570
前月との比較 -110 -114 -146 3 13 -34 -41
H31.3との比較 -110 -224 -370 -367 -354 -388 -429

令和2年3月 330 395 401 463 1,589
令和2年12月 322 384 369 439 1,514
増 減 -8 -11 -32 -24 -7541



７．参考資料（地域型年金委員数の推移〔令和２年３月～令和２年１２月〕 ）

福岡
現存数 70 68 69 69 69 68 68 69
前月との比較 -2 1 0 0 -1 0 1
H31.3との比較 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -1

佐賀
現存数 60 61 61 61 61 63 63 63
前月との比較 1 0 0 0 2 0 0
H31.3との比較 1 1 1 1 3 3 3

長崎
現存数 95 95 95 92 92 91 92 91
前月との比較 0 0 -3 0 -1 1 -1
H31.3との比較 0 0 -3 -3 -4 -3 -4

熊本
現存数 81 85 89 90 97 98 98 99
前月との比較 4 4 1 7 1 0 1
H31.3との比較 4 8 9 16 17 17 18

大分
現存数 40 40 40 40 40 40 41 41
前月との比較 0 0 0 0 0 1 0
H31.3との比較 0 0 0 0 0 1 1

宮崎
現存数 92 98 119 119 119 119 118 119
前月との比較 6 21 0 0 0 -1 1
H31.3との比較 6 27 27 27 27 26 27

鹿児島
現存数 237 237 237 236 237 236 236 236
前月との比較 0 0 -1 1 -1 0 0
H31.3との比較 0 0 -1 0 -1 0 0

沖縄
現存数 45 45 45 45 45 43 40 40
前月との比較 0 0 0 0 -2 -3 0
H31.3との比較 0 0 0 0 -2 -5 -5

九州
現存数 720 729 755 752 760 758 756 758
前月との比較 9 26 -3 8 -2 -2 2
H31.3との比較 9 35 32 40 38 36 38

令和２年3月 33 29 12 21 95
令和２年12月 32 28 12 19 91
増 減 -1 -1 0 -2 -442



７．参考資料（厚生年金保険・国民年金 年金受給状況〔長崎県〕 ）

（１）加入・納付の状況（令和元年度）

（２）受給の状況（令和２年３月末）

区 分 適用事業所数 被保険者数（人） 収納率（％）

厚生年金保険 23,296 287,480 98.47

区 分
被保険者数（令和元年度）

納付率（％） 免除率（％）
第１号 任意加入 第３号

国民年金 143,913 1,550 73,058 65.84 36.26

年金の種類 受給権者数（人） 受給年金額合計

厚
生
年
金
保
険

老齢給付 356,630 189,596,070,504

障害給付 7,455 4,926,395,668

遺族給付 70,248 59,601,523,762

合 計 434,333 254,123,989,934

国
民
年
金

老齢給付 416,433 269,201,853,851

障害給付 30,710 26,604,078,950

遺族給付 3,001 2,187,496,290

合 計 450,144 297,993,429,091
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７．参考資料（国民年金事業状況〔長崎県〕 ）
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７．参考資料（国民年金保険料の納付率（現年度）の推移〔長崎県〕 ）
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７．参考資料（長崎県内 年金セミナー開催実績一覧表）

【大学、短大等】

管轄年金事務
所

名 称

年金セミナー事業

令和２年度
平成31年度
（令和元年度）

平成30年度 平成29年度 平成28年度

佐世保 長崎県立大学 佐世保校

長崎国際大学

佐世保工業高等専門学校 ○

長崎短期大学

諫早 長崎ウエスレヤン大学

長崎北 長崎大学 （教育学部大学院） 〇 ○ ○ ○

長崎大学 （教育学部） 〇 ○（2回） ○ ○

長崎大学 （歯学部） ○ ○ ○

長崎大学 （経済学部） ○

長崎大学 （環境科学部）

長崎大学 （多文化社会学部）

長崎大学 （薬学部）

長崎大学 （工学部）

長崎大学 （水産学部）

長崎大学 （医学部）

放送大学長崎学習センター

長崎県立大学 シーボルト校
○

（オリエンテーション）
○

長崎外国語大学

長崎純心大学 ○（2回） ○（2回）

長崎南 長崎総合科学大学
〇

（オリエンテーション）
〇

（オリエンテーション）
○

（オリエンテーション）
○ ○

活水女子大学 ○

長崎女子短期大学 ○

１３校 3校（3回） 5校(6回） 10校（11回） 5校（6回）46



７．参考資料（長崎県内 年金セミナー開催実績一覧表）

【専門学校】

管轄年金事務所 名 称

年金セミナー事業

令和２年度
平成31年度
（令和元年度）

平成30年度 平成29年度 平成28年度

佐世保 佐世保市立看護専門学校 〇 ○ ○ ○

専門学校させぼ公務員オブビジネス ☆ ○ ○ ○

佐世保市医師会看護専門学校 ○

九州文化学園歯科衛生士学院 〇 ○ ○

九州文化学園調理師専門学校

佐世保美容専門学校

こころ医療福祉専門学校佐世保校

長崎県立佐世保高等技術専門校 〇 ○ ○

専門学校公務員ゼミナール佐世保校 〇 ○

諫 早 島原市医師会看護学校 〇 〇 ○ ○

長崎県央看護学校

長崎リハビリテーション学院

長崎歯科技術専門学校 H31.3.31閉校 ○ ○

大村看護高等専修学校 R2.3.31閉校 ○ ○

専門学校長崎就職支援カレッジ

森家政専門学校

専修学校 Total Beauty College Belle Femme R2.3.31閉校

苑田編物和裁学院

長崎県立農業大学校 〇 〇 〇 ○（2回）

いさはやコンピューター・カレッジ

長崎北 長崎歯科衛生士専門学校 〇 〇

九州医学技術専門学校

九州調理師専門学校

エコール・ド・パティスリー長崎

三川女子調理師学校

北九州予備校長崎校

東洋文化服飾専門学校

こころ医療福祉専門学校 〇 （2回） 〇 （4回） 〇 （6回） ○（10回）

九州SOGI専門学校

こころ医療福祉専門学校壱岐校

大学予備校長崎野田ゼミナール

長崎県立長崎高等技術専門校 ☆ 〇 ○

長崎南 長崎医療こども専門学校

長崎市医師会看護専門学校

長崎医療技術専門学校

長崎県美容専門学校 〇 〇 ○ ○

長崎公務員専門学校 ○

メトロＩＴビジネスカレッジ

３５校 9校(10回） １3校（１6回） 8校（13回） 9校（19回）47



７．参考資料（長崎県内 年金セミナー開催実績一覧表）

【特別支援学校】

管轄
年金事務所

名 称

セミナー実施

令和２年度
平成３1年度
（令和元年度）

平成３０年度 平成２９年度 平成２８年度

佐世保

長崎県立佐世保特別支援学校
高等部 北松分教室

〇 ○

長崎県立
佐世保特別支援学校

〇 ○

諫 早

長崎県立
桜が丘特別支援学校

〇

長崎県立
諫早特別支援学校

○ ○

長崎県立
島原特別支援学校 高等部

○

長崎県立
希望が丘高等特別支援学校

〇 ○ ○

長崎県立 ろう学校

長崎県立
川棚特別支援学校

長崎県立
虹の原特別支援学校

〇 ○

長崎北

長崎県立
盲学校

○

長崎県立虹の原特別支援学校
壱岐分校（高等部）

○ ○

長崎県立虹の原特別支援学校
高等部 対馬分教室

長崎県立鶴南特別支援学校
時津分校

○

長崎県立鶴南特別支援学校
高等部 西彼杵分教室

〇 ○

長崎大学教育学部附属特別支援学校 〇 ○

長崎南

長崎県立
長崎特別支援学校

〇 ○

長崎県立
鶴南特別支援学校

〇 〇 ○ ○

長崎県立佐世保特別支援学校
高等部 上五島分教室

〇 ○ ○ ○

長崎県立鶴南特別支援学校
五島分校（高等部）

〇 ○

１９校 8校 8校 4校 9校48



７．参考資料（長崎県内 年金セミナー開催実績一覧表）
【高等学校】

管轄年金事
務所

名 称

年金セミナー開催

令和２年度
平成３1年度
（令和元年度）

平成３０年度 平成２９年度 平成２８年度

佐世保 長崎県立 佐世保南高等学校 ○ ○

長崎県立 佐世保北高等学校

長崎県立 佐世保西高等学校

長崎県立 佐世保工業高等学校 ☆

長崎県立 佐世保商業高等学校 〇 ○ ○

長崎県立 佐世保東翔高等学校 ☆ 〇 〇 ○ ○

長崎県立 佐世保中央高等学校 〇（夜間） 〇（夜間） ○(夜間）
○(昼間)
〇(夜間)

長崎県立 宇久高等学校

長崎県立 猶興館高等学校 〇 ○ ○ ○

長崎県立 平戸高等学校

長崎県立 北松農業高等学校

長崎県立 松浦高等学校 ☆ 〇 〇 ○ ○

長崎県立 北松西高等学校

長崎県立 鹿町工業高等学校 〇

長崎県立 清峰高等学校 〇

九州文化学園高等学校 〇 ○ ○ ○

西海学園高等学校 〇 ○ ○ ○

久田学園佐世保女子高等学校

聖和女子学院高等学校 〇 ○ ○ ○

佐世保実業高等学校 ☆ 〇 〇 ○ ○

諫 早 長崎県立 島原高等学校 ☆ ○ ○ ○

長崎県立 島原農業高等学校 〇 ○ ○

長崎県立 島原工業高等学校 ☆ 〇 ○ ○ ○

長崎県立 島原商業高等学校 〇 〇 ○ ○ ○

長崎県立 諫早高等学校

長崎県立 諫早農業高等学校

長崎県立 諫早商業高等学校 〇 〇 ○ ○

長崎県立 諫早東高等学校 〇 ○ ○

長崎県立 西陵高等学校

長崎県立 大村高等学校 ☆ 〇 ○ ○

長崎県立 大村城南高等学校 〇 ○

長崎県立 大村工業高等学校

長崎県立 国見高等学校 〇

長崎県立 小浜高等学校 〇 ○ ○

長崎県立 口加高等学校 〇 〇 ○ ○

長崎県立 島原翔南高等学校 〇 ○ ○ ○

長崎県立 川棚高等学校 ☆ 〇 〇 ○ ○

長崎県立 波佐見高等学校 ○ ○ ○

鎮西学院高等学校 〇 ○ ○ ○

長崎日本大学高等学校 〇 ○ ○

創成館高等学校

向陽高等学校 ○

島原中央高等学校 ○ ○ ○

【高等学校】

管轄年金
事務所

名 称

年金セミナー開催

令和２年度
平成３1年度
（令和元年度）

平成３０年度 平成２９年度 平成２８年度

長崎北 長崎県立 長崎西高等学校

長崎県立 長崎北高等学校

長崎県立 長崎北陽台高等学
校

〇 〇 ○ ○

長崎県立 長崎工業高等学校

長崎県立 長崎明誠高等学校 ☆ 〇 ○

長崎市立 長崎商業高等学校 ☆ 〇 ○ ○ ○

長崎県立 対馬高等学校 〇 ○ ○ ○

長崎県立 上対馬高等学校 〇 ×（天候不良により） ○ ○ ○

長崎県立 豊玉高等学校 ☆ 〇 ○

長崎県立 壱岐高等学校 ○ ○ ○

長崎県立 壱岐商業高等学校 ☆ ○ ○ ○

長崎県立 大崎高等学校 ☆ 〇 ○ ○ ○

長崎県立 西彼杵高等学校 ☆ 〇 ○ ○ ○

長崎県立 西彼農業高等学校 ☆ 〇 ○ ○

活水高等学校

純心女子高等学校

長崎南山高等学校 ○ ○

青雲高等学校

精道三川台高等学校 〇

長崎南 長崎県立 長崎東高等学校

長崎県立 長崎南高等学校

長崎県立 長崎鶴洋高等学校 ○ ○

長崎県立 鳴滝高等学校 ☆ 〇（昼間） ○（昼間） ○(昼間）
○(昼間)
〇(夜間)

長崎県立 五島高等学校
☆(定時)
☆(普通)

〇(定時)
〇(普通)

〇(定時）
〇(定時)
〇(普通)

○(定時)
〇(普通)

長崎県立 五島南高等学校 ☆ 〇 ○ ○ ○

長崎県立 五島海陽高等学校 ☆ 〇 ○ ○ ○

長崎県立 奈留高等学校 ☆ 〇 ○ ○ ○

長崎県立 上五島高等学校 ☆ 〇 ○ ○ ○

長崎県立 中五島高等学校 ☆ 〇 ○ ○ ○

海星高等学校 〇 ○ ○ ○

長崎女子高等学校 ☆ 〇 ○ ○

瓊浦高等学校 〇 ○ ○ ○

聖母の騎士高等学校 ○

長崎玉成高等学校

長崎女子商業高等学校 ○

長崎総合科学大学附属高等学
校

○

こころ未来高等学校

80校（公立５７校・私立２3校）
36校
（37回）

49校
(49回)

49校
(50回)

43校
(46回)49


